
乗車人数 所有支所 貸出方法 貸出可能期間 その他

1 マイクロバス
２３人

（補助席含む）
相生支所

運転は原則（有）アイ
コウの運転手が行い
ます。

2 マイクロバス
２５人

（補助席含む）
上那賀支所

運転は大型１種運転
免許が必要です。運
転手は各自で確保し
てください。

3 ワゴン（ハイエース）
１０人

（運転手含む）

鷲敷支所
相生支所
上那賀支所

4 ワゴン（ノア）
７人

（運転手含む）
木頭支所

車輌種類

那賀町社会福祉協議会　貸出車輌リスト

町内の福祉団体等に貸し出します。事前にお電
話にて予約状況をご確認下さい。
実費（燃料代・高速代等）は各自で負担してくださ
い。
なお、事故等への対応については、車輌にかか
る保険給付以外の補償はありません。また、車輌
に破損等が生じた場合は損害賠償の全経費をご
負担願います。

町内の福祉団体等に貸し出します。事前にお電
話にて予約状況をご確認下さい。

１日あたりの利用料は以下の通り。
　　町内：１０,０００円
　　県内：１３,０００円
　　県外：２０,０００円～（要相談）

実費（燃料代・高速代・泊を伴う場合の運転手に
係る経費等）は各自で負担してください。
なお、事故等への対応については、車輌にかか
る保険給付以外の補償はありません。また、車輌
に破損等が生じた場合は損害賠償の全経費をご
負担願います。

１日～数日
（短期のみ）

運転は普通運転免許
で可能です。運転手
は各自で確保してくだ
さい。

１日～数日
（短期のみ）


